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1. 開会
事務局

・傍聴人は１人。
・過半数を超える委員の出席があり、会議は成立している。
・資料確認。

2. あいさつ
会長 ・会長より挨拶。

・会長の挨拶の後、会長より副会長の指名。
・副会長野田たゑ子委員（会長の指名により決定）。

・議事録署名委員石原一孝委員（会長提案、全員賛成により決定）。

3. 議事
　 第１号議案　名古屋都市計画道路の変更（愛知県決定）について

第２号議案　名古屋都市計画道路の変更（愛西市決定）について

事務局 ・第１号及び第２号議案について、議案資料に基づき内容を説明。

会長

委員Ａ

事務局

委員Ａ

事務局

会長

委員 ・異議なし。

会長

委員 ・異議なし。

会長

4. その他
事務局 ・今回の審議会が今年度最後となる予定。

5. 閉会

愛西市都市計画審議会 会議録

愛西市役所　災害対策本部兼会議室

令和５年１月６日（金）　午後２時００分から午後２時２８分まで開 催 日 時

会 議 の 名 称

議 題

・第２号議案 名古屋都市計画道路の変更愛西市決定については、原案通り可決する。

非公開の理由

１人傍 聴 人

―

公開公開／非公開

別添会 議 資 料

・当審議会は愛西市審議会等の会議公開に関する要綱に該当し、会議の公開が原則であ
る。

・第１号議案　名古屋都市計画道路の変更（愛知県決定）について
・第２号議案　名古屋都市計画道路の変更（愛西市決定）について

開 催 場 所

令和４年度　第１回　愛西市都市計画審議会

出 席 者

・第１号議案 名古屋都市計画道路の変更愛知県決定については、支障なしにて答申する。

・第１号及び第２号議案について、一括で意見、質問等あれば伺う。

会議の内容（概略）

・愛西市審議会等の会議公開に関する要綱に基づき、議事録を作成し、ホームページで公開
する。

・資料３の４ぺージで、建物の制限がかかっていたということで、今までは規制があった建物に
ついて、制限解除される対象件数について教えてください。

・対象件数までは把握しておりません。資料１資料２の計画図にある路線の中に入る建物に
ついては、今まで影響があったと考えていただければと思います。

・資料３の５ページでは３３％が整備完了とあり、未整備の部分において見直しをされるという
ことですが、ゆくゆくはかなりの範囲で、この未整備部分は都市計画から排除される計画なの
でしょうか。

・都市計画は、２０年先を見て１０年ごとに計画を見直していくのが一般的です。今回は橋詰
見越線の廃止のみですが、今後社会情勢は変わっていくと思われますので、そういったもの
に合わせて廃止や、逆に必要な部分が出てこれば、決定をしていくことになります。

・第１号議案 名古屋都市計画道路の変更愛知県決定について、原案どおり承認してよろしい
か。

・第２号議案 名古屋都市計画道路の変更愛西市決定について、原案どおり承認してよろしい
か。
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